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石綿飛散防止対策に係る取組みについて

① 法・条例に基づく解体等工事現場における石綿飛散防止対策の徹底

★特定粉じん排出等作業実施届出書の審査・指導及び
現場への養生確認等の立入検査

★工事施工境界線における行政測定の実施

★石綿事前調査結果報告システムや建設リサイクル法届出情報に
基づく解体工事現場へのパトロール
（石綿パトロール（単独）：毎週１回
都市整備部との合同パトロール：毎月１回
府内市町村との一斉パトロール：毎年６月）

★通報等を契機とした立入検査

★石綿事前調査結果報告制度に基づく事前調査結果の内容確認・指導
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パトロールを実施した現場数
解体等現場のパトロール実施結果

うち工事中現場数 うち指導現場数

410 202 98

指導現場数98件の内訳（※１つの現場で指導事項が複数ある場合あり）

事前調査について

事前調査の実施についての指導 4

事前調査結果報告についての指導 24

事前調査書面の作成についての指導 16

事前調査書面の備付けについての指導 86

発注者への説明についての指導 9

事前調査結果の掲示についての指導 48

法に基づく作業計画の作成 7

法又は条例に基づく事前の届出についての指導 0

適正な石綿飛散防止措置についての指導 1

その他 5

表１ 令和７年６月の大阪府内一斉パトロール実施結果

表２ 令和６年11月から令和７年10月における大阪府の石綿関連届出・立入等件数

法・条例
届出件数

法・条例の届出に
基づく立入延件数

行政測定
実施件数

パトロール件数
（通報・建設リサイクル含む）

石綿事前調査
結果報告件数

107 52 23 439 6621

石綿飛散防止対策に係る取組みについて
① 法・条例に基づく解体等工事現場における石綿飛散防止対策の徹底
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石綿飛散防止対策に係る取組みについて
② セミナー、大阪府ホームページ等による周知

★発注者及び施工者等を対象に、石綿飛散防止対策の徹底を図ることを目的とした、
「大阪府石綿飛散防止対策セミナー」を毎年６月に開催。
令和７年度は6/27に「災害時における石綿飛散防止対策」をテーマとし、218名が参加。
（参考）令和7年度 大阪府石綿飛散防止対策セミナーを開催しました！

https://www.pref.osaka.lg.jp/o120080/jigyoshoshido/asbestos/seminar_r7.html

★大阪府ホームページやパンフレット、チラシ、その他ツールにより、
法及び条例の石綿規制内容を周知。

★制度等を周知するための動画掲載、推進会議構成団体等へのメールマガジン
「STOPアスベストおおさか通信」配信。
（参考）大阪府石綿規制紹介動画サイト
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120080/jigyoshoshido/asbestos/douga.html

③ 行政機関、業界団体が一体となった石綿飛散防止対策の推進

★「STOPアスベストキックオフ宣言」の成果を活かし、
業界団体と連携した法・条例の周知活動を実施。

★キックオフ宣言賛同の業界団体と石綿飛散防止周知の取組みの共有を図るため、
大阪府「みんなで防止!!石綿飛散」推進会議を開催。

④ 庁内連絡会議による府有施設管理対策等の推進

★大阪府アスベスト対策推進会議（庁内連絡会議）により、環境対策に加え、
健康医療部、総務部、教育庁等で法令や制度の改正点等の情報を共有。 4
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石綿飛散防止対策に係る取組みについて
⑤ 災害時への備え

★国策定の災害時マニュアルをもとに、「災害時石綿飛散防止マニュアル」を策定。
（令和６年４月改訂）

★有事の際に石綿分析調査を迅速かつ円滑に実施できるよう、分析事業者２団体と協定を締結。
大阪環境測定分析事業者協会（令和元年９月）、
一般社団法人日本環境測定分析協会関西支部（令和２年２月）

★市町村職員を対象にした研修会を実施。（令和７年８月）

（参考）大気規制に係る府内市町村の届出の相談・提出先

工事を行う市町村 届出の相談・提出先

府が直接規制指導等を行っている自治体

（府所管市町）

守口市、大東市、柏原市、羽曳野市、門真市、

摂津市、高石市、藤井寺市、四條畷市、交野市、

島本町

大阪府 環境管理室事業所指導課

和泉市、泉南市、熊取町、田尻町、岬町
大阪府 泉州農と緑の総合事務所

環境指導課

大気汚染防止法で規制権限を有する自治体

(指定市・中核市）

大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方

市、八尾市、寝屋川市、東大阪市
各市町村の環境担当部署

府条例で権限を府から移譲している自治体

岸和田市、池田市、泉大津市、貝塚市、茨木市、

泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、箕

面市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、

忠岡町、太子町、河南町、千早赤阪村

各市町村の環境担当部署

（一部広域連携により窓口の自治

体が異なる場合があります）

※詳しくは以下の府HPをご覧ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120080/jigyoshoshido/taiki/soudannsaki.html
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